
しんきんきゃっする 商品概要説明書 
                                      平成 27年 4月 1日現在 

商品名 ・ しんきんきゃっする（カードローン） 

ご利用 

いただける方 

次のすべての条件を満たしている方 

(1) 満 20 歳以上 65 歳以下の方 

(2) 信金ギャランティ㈱の保証を受けられる方 

(3) 安定した収入のある方（専業主婦、パート、アルバイトの方もお申込みは可能です

が、年金受給のみの方は対象外とさせていただきます。） 

  ※専業主婦の場合は配偶者が満 69歳以下で安定した収入のある方が対象です。 

（配偶者が年金受給のみ、パート、アルバイトは不可） 

(4) 当金庫の会員となれる方 

 ◆ 当金庫の地区内に住所または居所を有する方 

 ◆ 当金庫の地区内の事業所に勤務されている方 

  上記条件のいずれかに該当する方であれば、当金庫に出資していただき、会員となる

ことができます。なお、会員となっていただかなくとも、ご融資させていただくこと

が可能な場合もございますので、詳しくは窓口にお問い合わせください。 

お使いみち ・ ご自由（ただし、事業資金は除きます。） 

ご融資限度額 

(貸越限度額） 

・ 50 万円～500 万円（10 万円単位） 

 ※専業主婦の方は 50万円が上限となります。 

ご融資方法 ・ 「しんきんきゃっする」専用カード（「ローンカード」といいます。）で、ATM(現金自

動預入支払機)によるキャッシュカードでのお支払いと同様な操作によりご融資いた

します。 

ご融資期間 

 

・ 3 年（自動更新となります） 

※貸越可能期間は、満 66歳の誕生日の属する月の月末までとなります。 

※借入期間中に信金ギャランティ(株)において毎月途上審査を行うため、途上審査の 

 結果、保証可能額の増額または減額を行う場合があります。 

ご融資利率 ・ 5.5％～14.5％ 

お利息の 

  計算方法 

・ 前月約定返済日から当月約定返済日の前日までの毎日の最終残高について、付利単位

を 100 円とした 1年 365 日とする日割計算します。 

ご返済方法 

 

 

・ 残高スライド返済方式 

定日前日残高 70 万円以下       ……… 約定返済額 10,000 円 

         70 万円超 100 万円以下  ……… 約定返済額 20,000 円 

        100 万円超 200 万円以下  ……… 約定返済額 30,000 円     

        200 万円超 300 万円以下  ……… 約定返済額 40,000 円 

300 万円超 500 万円以下  ……… 約定返済額 50,000 円 

毎月 10 日に返済口座より自動引落しいたします。 

・ 随時返済方式 

  返済日、返済金額を問わず ATM または窓口で随時返済できます。（ただし、元金を全

額返済する場合でも、利息は次回返済日に自動引落しされます。） 

保証人・担保 ・ 信金ギャランティ㈱が保証しますので、必要ありません。 

次項へつづきます。 



 

苦情処理措置･ 

紛争解決措置 

 

苦情処理措置 本商品の苦情は、当金庫営業日に、営業店または総務部コンプライアン

ス室（9時～17時、電話：0120-114-943）にお申し出ください。 

紛争解決措置 東京弁護士会（電話：03-3581-0031）、第一東京弁護士会（電話：

03-3595-8588）、第二東京弁護士会（電話：03-3581-2249）の仲裁センタ

ー等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様

は、当金庫営業日に、上記総務部コンプライアンス室または全国しんき

ん相談所（9時～17時、電話：03-3517-5825）にお申し出ください。 

また、各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。尚、東京

三弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外のお客さまにもご利用いた

だけます。その際には、下記の方法によりお客さまの 

アクセスに便利な東京以外の弁護士会の仲裁センター等もご利用可能

です。 

 

 ・ 現地調停 東京三弁護士会の調停人とそれ以外の調停人がテレビ会 

議システム等を用いて紛争の解決にあたります。 

              例） 長野県弁護士会で現地調停を行う。 

            ・ 移管調停 当事者間の同意を得たうえで、東京以外の弁護士会に案件 

                   を移管します。 

                例） 愛知県弁護士会に移管調停する。 

 

 

その他 ・ ローンカードは、当金庫および他の信用金庫、銀行、信用組合、農協等提携金融機関

の ATM でご利用になれます。 

・ カードローン通帳は発行いたしません。お客様あてに 6ヶ月毎にカードローン利用明

細表を送付いたします。 

・ カードローンの返済口座に係る公共料金等の口座振替に残高不足が生じた場合、不足

額を自動的にご融資する自動融資はありません。 

 


